
2023.6 NUMATA    14

住宅用火災警報器は 10 年を目安に点検・交換しましょう。

『声かけよう　みんなで確認　防火の輪』
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消　報消　報

沼田消防演習の開催について

　令和５年７月６日（木）午後 1 時３０分から役場庁舎前において沼田消防演習を実施する予定です。
町民の皆様も是非ご覧ください。

住宅用火災警報器の交換と届出のお願いについて

すでに設置が済んでいて届出を提出されていない

ご家庭へのお願い

　住宅用火災警報器は、平成２３年６月１日より全住宅の設置が義務化されて１０
年以上が経過しております。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や電池
切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、１０年を経過している住宅用火
災警報器は本体交換等をお願いします！

　すでに、寝室や階段室に住宅用火災警報器の設置がなされているご家庭で、
沼田消防支署に「住宅用防災警報器等設置届出書」を提出されていないご家庭
は沼田消防支署に届出用紙がありますので、お近くにお寄りの際にお越しくだ
さい。電話や FAX でも受付を行っておりますので、不明な点がございましたら
下記番号の担当までお問合せ願います。 ▲ＱＲコードか

ら消防へ提出す
る様式の確認が
できます

■「住宅用防災警報器等設置届出書」様式確認方法
　沼田町役場ホームページ　→　申請書ダウンロード　
　→　消防署　申請書・届出書一覧　→　住宅用防災警報器等設置届出書（様式第４０号）
■担当：沼田消防予防係　電話　35-2050　FAX   35-2563

演習の見所
①消防ポンプ車や可搬ポンプを使用しての「ポンプ操法訓練」
②火災を想定した「模擬火災訓練」や「一斉放水」
③街の中心を職団員や消防車が進行する「分列行進」

▲ポンプ操法訓練の様子 ▲一斉放水の様子


